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屋外広告業登録制度の手引き 

令和 5年 7月 

一宮市
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屋外広告業の登録について 

 １ 屋外広告業の登録 

一宮市内 屋外広告業 営     事前 一宮市 屋外広告業 登録 受          
屋外広告業  屋外広告物 表示 掲出物件 設置 行 営業    具体的  看板設置施工業者 

該当   場合 元請 又 下請     立場 形態 如何 問    屋外広告物 表示又 掲出
物件 設置 関  工事 行   広告代理業 単 屋外広告物 印刷 製作等 行    看板製作業 屋
外広告業 該当    （市内 営業所 持      市内 営業 行 場合 含 ） 

登録 受      営業所   業務主任者 選任 必要     
業務主任者    者 要件 
屋外広告士 
都道府県 指定都市 中核市 屋外広告物講習会修了者
広告美術科 係 公共職業訓練又 認定職業訓練修了者 広告美術科 係 職業訓練指導員 免許 
受  者 広告美術仕上  係 技能検定合格者 

業務主任者 行         業務 
広告物 係 法令 規定 遵守 
広告物 工事 適正 施工 安全 確保 
取引帳簿 記録 保存 
営業所 適正 業務 実施 

１．屋外広告業 登録申請 流 

愛知県 条例   屋外広告業 登録 受  場合 届出 行  市内 屋外広告業 営  
特例     

屋外広告業登録申請書類 作成

公園緑地課 提出

申請書類等 審査

納付書 交付

営業開始
（標識 掲示 取引帳簿 備付 ） 納付完了 連絡

屋外広告業登録通知書 交付

不
備
あ
り
の
場
合

不備  

市 事務 
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２．屋外広告業の登録の申請
登録の申請に必要な書類は、次のとおりです。必要書類を確認のうえ、公園緑地課へ提出してください。書類への

記載方法は、記入例を参考にしてください。 

書  類（様式番号） 
申請者

法人 個人 

屋外広告業登録申請書（様式第 19号） 〇 〇

誓約書（様式第 20号） 〇     〇 ※１

登録申請者（法人の役員・本人・

法定代理人）の略歴書 
（様式第 21号） 

申請者 ―     〇 ※１

役員     〇 ※３ ― 

登記事項証明書（履歴全部事項証明書） 
（申請の日前 3月以内に発行されたもの。原本）

〇  ― 

住民票の写し 

（申請の日前 3 月以内に発行され

たもの。原本） 

申請者 ―     〇 ※１

業務主任者 〇     〇 ※２

業務主任者となる資格を有することを証する書面（コピー） 
・屋外広告士合格証又は登録証 
・屋外広告物講習会修了証 
・公共職業訓練又は認定職業訓練修了証、職業訓練指
導員免許証、技能検定合格証（いずれも広告美術科又
は広告美術仕上げに係るものに限る。） 

〇 〇

その他市長が必要と認める書類 〇 〇 

※１ 登録申請者が未成年者である場合には、本人だけでなくその法定代理人も誓約書や略歴書、住民票の
写しが必要です。（法定代理人が法人の場合は、法人の登記事項証明書、役員の略歴書）。 

※２ 申請者が個人で、申請者と業務主任者が同一の場合は、住民票は 1通で構いません。 
※３ 申請者が法人の場合は、役員全員の略歴書が必要です。 

〇・・・提出必要書類 ―・・・提出不要書類 
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３．屋外広告業の登録事項の変更の届出
屋外広告業の登録に係る事項について変更があったときは、変更の日から30日以内に、屋外広告業登録事項変

更届（様式第 25 号）と必要添付書類を 1 部提出してください。変更事項に応じて、次の表のとおり添付書類が必
要です。 

変更事項 必要添付書類 

法人申請者 名称、住所 
・ 登記事項証明書（原本） ※４ 
・ 屋外広告業登録通知書（原本） 

個人申請者 氏名（改姓）、住所 
・ 住民票の写し（原本） ※５ 
・ 屋外広告業登録通知書（原本） 

営業所 
新設廃止 
名称、所在地 

・ 登記事項証明書（原本） ※４ 
（登記の変更があった場合） 

法人の役員 
交替 

・ 誓約書（代表者の場合）（様式第20 号） 
・ 登記事項証明書（原本） ※４ 
・ 略歴書（新役員分のみ）（様式第 21 号） 

氏名（改姓） ・ 登記事項証明書（原本） ※４ 

未成年者であ
る申請者の法
定代理人 

法定代理人
が法人の場合 交替 

・ 誓約書（様式第 20 号） 
・ 登記事項証明書（原本） ※４ 
・ 法人役員の略歴書（様式第 21号） 

名称、住所 ・ 登記事項証明書（原本） ※４ 
法定代理人
が個人の場合 交替 

・ 誓約書（様式第 20 号） 
・ 住民票の写し（原本） ※５ 
・ 略歴書（様式第 21 号） 

氏名（改姓） 
住所 

・ 住民票の写し（原本） ※５ 

業務主任者 
交替 

・ 業務主任者となる資格を有することを証する書面 
（コピー） 

・ 住民票の写し（原本） ※５ 
氏名（改姓） ・ 住民票の写し（原本） ※５ 

※４ 「履歴事項全部証明書」を添付してください。申請の日前３月以内に発行されたものに限ります。 
※５ 申請の日前３月以内に発行されたものに限ります。 
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４．屋外広告業の廃業等の届出 
市内での屋外広告業を廃業等するときは、廃業等の日（死亡したときは、その事実を知った日）から 30 日以内に

屋外広告業廃業等届（様式第27号）を1部提出してください。また、届出の提出に併せて屋外広告業登録通知
書を返還してください。廃業等の場合において届出義務のある方は、次の表のとおりです。 

廃業等の内容 届出義務者 
一宮市内において屋外広告業を廃止したとき 屋外広告業者であった者 
死亡したとき その相続人 
法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者 
法人について破産手続開始の決定があったとき その破産管財人 
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由によ
り解散したとき 

その清算人 

５．屋外広告業の登録の更新 
登録の有効期間は手数料が納付された翌日から 5年間です。登録の有効期間満了後も引き続き屋外広告業を

営む場合は、更新登録の申請をしてください。登録の有効期間満了の日の 30日前までに申請する必要があります。
なお、更新登録の申請に必要な書類は登録の申請の時と同じです。

６．屋外広告業の登録申請手数料 
登録の申請又は更新登録の申請の際は、1 件につき 11,000 円の登録申請手数料が必要です。登録申請書

類の審査後、申請者等に納付書を郵送しますので、指定の金融機関で納付してください。

７．屋外広告業の登録の取り消しや営業停止 
屋外広告業者が次の事項に該当するときは、市はその登録を取り消し、又は 6 ヶ月以内の期間を定めて、本市

域内におけるその営業の全部もしくは一部の停止を命じることがあります。

（１） 不正の手段で屋外広告業登録を受けたとき 

（２） 屋外広告業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前 30 日以内にそ

の法人の役員であった者でその処分のあった日から 2年を経過しないもの 

（３） 屋外広告物法に基づく条例（他の自治体の条例を含む。）又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の

刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 2 年を経過しない者 

（４） 一宮市暴力団等の排除に関する条例第 2条第 2号に規定する暴力団員又は同条第 1号に規定する 

暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 

（５） 未成年者の場合は、その法定代理人が上記の（２）、（３）、（４）、登録を取り消され、その処分にあ

った日から 2 年を経過しない者又は営業の停止期間が経過しない者のいずれかに該当するもの 

（６） 法人でその役員のうちに上記（２）、（３）、（４）、登録を取り消され、その処分にあった日から 2 年を

経過しない者又は営業の停止期間が経過しない者のいずれかに該当する者があるもの 

（７） 営業所ごとに業務主任者を選任していないもの 

（８） 屋外広告業の登録に係る変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき 

（９） 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき 
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８．屋外広告業登録の違反者に対する罰則 
屋外広告業者登録の違反者は下記のとおりの罰則に処せられる場合があります。

【1 年以下の懲役又は 50万円以下の罰金】 
・屋外広告業登録を受けないで屋外広告業を営んだ者 
・不正の手段で屋外広告業登録を受けた者 
・営業の停止命令に違反した者 

【30 万円以下の罰金】 
・屋外広告業の登録に係る変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者 
・営業所ごとに業務主任者を選任しなかった者 

【5 万円以下の過料】 
・屋外広告業の廃業の届出を怠った者 
・標識を掲げない者 
・帳簿を記録しない、虚偽の記録をした、又は保存しなかった者 

９．注意事項 
一宮市の屋外広告業登録後、愛知県に屋外広告業登録をされますと、一宮市の登録が抹消されますので

ご注意ください。（改めて、一宮市に特例屋外広告業の届出をしていただく必要があります。）

10．申請者等の郵送による提出 
登録申請書や各種届出書は郵送により提出することができます。 

  郵送先 〒４９１－８５０１ 
        一宮市本町 2丁目５番６号 
        一宮市 まちづくり部 公園緑地課 緑化・景観グループ 
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 ２ 愛知県の条例により登録を受けた者に関する特例（みなし登録） 

この特例制度は、愛知県の条例に基づき登録を受けた屋外広告業者が、一宮市内で屋外広告業を営もうとする
場合、新たに登録を受ける必要はなく、一宮市屋外広告物条例第42 条の規定により「特例屋外広告業の届出」
を行えば、一宮市で登録を受けた者とみなされます。 
愛知県内で広域的に屋外広告業を営もうとする場合は、この点に留意して手続きを行ってください。 

1. 特例屋外広告業の届出の流れについて

2. 特例屋外広告業の届出 
届出に必要な書類は次のとおりです。必要書類を確認のうえ、公園緑地課へ提出してください。書類への記載方法

は、記入例を参考にしてください。 

書  類（様式番号） 
届出者 

法人 個人 
特例屋外広告業届（様式第 34号） 〇 
愛知県屋外広告物条例に基づき、登録を受けたことを証する書面（愛知県
の屋外広告業登録済証）（コピー） 

〇 

業務主任者となる資格を有することを証する書面（コピー） 
・屋外広告士合格証又は登録証 
・屋外広告物講習会修了証 
・公共職業訓練又は認定職業訓練修了証、職業訓練指導員免許証、技
能検定合格証（いずれも広告美術科又は広告美術仕上げに係るものに限
る。） 

〇 

特例屋外広告業届出書を作成

公園緑地課へ提出

申請書類等の審査

特例屋外広告業届出済証の発行

営業開始
（標識の掲示・取引帳簿の備付け） 

不
備
あ
り
の
場
合

は市の事務 

〇・・・提出必要書類 

不備なし 
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３．特例屋外広告業の届出事項の変更の届出
特例屋外広告業の届出に係る事項について変更があったときは、特例屋外広告業届出事項変更届（様式第36

号）と必要添付書類を 1部提出してください。変更事項に応じて、次の表のとおり添付書類が必要です。 

変更事項 必要添付書類 
法人届出者 名称、住所 ・ 愛知県の屋外広告業登録済証（コピー） 

・ 特例屋外広告業届出済証（原本） 個人届出者 氏名（改姓）、住所 

営業所 
新設廃止 
名称、所在地 

なし 

法人の役員 
交替 

・ 愛知県の屋外広告業登録済証（コピー） 
（代表者の場合） 

氏名（改姓） なし 

未成年者であ
る申請者の法
定代理人 

法定代理人
が法人の場合 

交替  

なし 
名称、住所 

法定代理人
が個人の場合 

交替 
氏名（改姓） 
住所 

業務主任者 
交替 

・ 業務主任者となる資格を有することを証する書面 
（コピー） 

氏名（改姓） なし 

４．特例屋外広告業の廃業等の届出 
市内での屋外広告業を廃業等するときは、特例屋外広告業廃業等届（様式第 37 号）を 1 部提出してください。

また、届出の提出に併せて特例屋外広告業届出済証を返還してください。廃業等の場合において届出義務のある方
は、次の表のとおりです。

廃業等の内容 届出義務者 
一宮市内において屋外広告業を廃止したとき 屋外広告業者であった者 
死亡したとき その相続人 
法人が合併により消滅したとき その法人を代表する役員であった者 
法人について破産手続開始の決定があったとき その破産管財人 
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の理由によ
り解散したとき 

その清算人 

５．特例屋外広告業の届出の更新 
特例屋外広告業の届出の有効期間は、愛知県の登録有効期間内となります。届出の有効期間満了後も引き続

き屋外広告業を営む場合は、愛知県の更新登録手続き後に改めて特例屋外広告業の届出の更新手続きをしてくだ
さい。また、更新に必要な書類は特例屋外広告業の届出の時と同じです。 
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６．特例屋外広告業の届出手数料 
特例屋外広告業の各種届出は、全て手数料がかかりません。

７．屋外広告業の営業の停止 
特例の届出を行った屋外広告業者が次の事項に該当するときは、市は 6 ヶ月以内の期間を定めて、本市域内に

おける屋外広告業者の営業の全部もしくは一部の停止を命じることがあります。 

（１） 屋外広告業者で法人であるものが登録を取り消された場合において、その処分のあった日前 30 日以内に 

その法人の役員であった者でその処分のあった日から 2年を経過しないもの 

（２） 屋外広告物法に基づく条例（他の自治体の条例を含む。）又はこれに基づく処分に違反して罰金以上の 

刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から 2 年を経過しない者 

（３） 一宮市暴力団等の排除に関する条例第 2条第 2号に規定する暴力団員又は同条第 1号に規定する 

暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 

（４） 未成年者の場合は、その法定代理人が上記の（１）、（２）、（３）、登録を取り消され、その処分に   

あった日から 2年を経過しない者又は営業の停止期間が経過しない者のいずれかに該当するもの 

（５） 法人でその役員のうちに上記（１）、（２）、（３）、登録を取り消され、その処分にあった日から 2 年 

を経過しない者又は営業の停止期間が経過しない者のいずれかに該当する者があるもの 

（６） 営業所ごとに業務主任者を選任していないもの 

（７） 法に基づく条例又はこれに基づく処分に違反したとき 

（８） 特例屋外広告業の届出に係る変更の届出をせず、若しくは虚偽の届出をしたとき 

８．特例制度の違反者に対する罰則 
屋外広告業者が特例の届出、届出事項の変更、廃止の届出を怠った場合は、5 万円以下の過料に処せられる

場合があります。

９．届出者等の郵送による提出 
特例屋外広告業の各種届出は、窓口持参又は郵送により提出してください。受取は基本窓口受取となります。

郵送での受取希望の場合は、切手付き返信用封筒の持参又は同封が必要です。
  郵送先 〒４９１－８５０１ 
        一宮市本町 2丁目５番６号 
        一宮市 まちづくり部 公園緑地課 緑化・景観グループ 
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参考 

豊橋

一宮

一宮

名古屋

一宮

岡崎

豊田名古屋

豊橋

豊田

岡崎

豊橋

名古屋 豊田

岡崎

愛知県に登録

(手数料 11,000 円)

一宮市に登録

(手数料 11,000 円)

愛知県に登録

(手数料 11,000 円)
+ 

各中核市に特例届出

(無料)

名古屋市以外の県内で営業可能

※名古屋市は別途登録が必要

５市以外の県内で営業可能

一宮市のみで営業可能
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 ３ 共通事項 

屋外広告業 登録 特例屋外広告業 届出後 標識 掲示及 帳簿 備付  必要  

1. 標識 掲示 
屋外広告業者 営業 行 営業所   公衆 見   場所 次 様式   標識 掲示  
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2. 帳簿 備付 
屋外広告業者 広告物 表示又 掲出物件 設置 契約   次 様式   帳簿 作成 営業所 
備 置          帳簿 記載   事項 電子計算機 備        又 磁気   
CD-ROM等   確実 記録       必要 応  営業所    明確 紙面 表示      当

該記録    帳簿 記録 代         
帳簿 事業年度 末日 閉鎖 後 5年間保存          
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